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業 務 委 託 一 般 仕 様 書 

（下水道施設維持管理業務） 

 

第１章 総則 

 

（目 的） 

第１条 本仕様書は、播磨高原広域事務組合（以下「発注者」という。）が管理する播磨高原広域事務組合 

下水道施設（以下「下水道施設」という。）の機能を発揮させるための適正な維持管理を実施するため、 

下水道施設維持管理業務に係る仕様を定めることを目的とする。 

 

（業務の履行） 

第２条 受注者は、下水道施設の機能が発揮できるよう、本業務委託一般仕様書（以下「仕様書」という。）

のほか、契約書及びその他関係書類（各特記仕様書を含む）等に基づき、誠実かつ安全に業務を履行し

なければならない。 

 

（業務の範囲） 

第３条 業務の範囲及び内容は、各特記仕様書のとおりとする。 

 

（業務管理） 

第４条 受注者は、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。 

２ 受注者は、労働安全衛生等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し、 

労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速 

やかに発注者に連絡すること。 

３ 受注者は、業務の履行にあたり、電気、薬品類、塩素ガス、酸素欠乏、可燃性ガス等に対し必要な安 

全対策を講じるとともに、適切な作業方法の選択並びに適切な従業員の配置を行い、危険防止に努めな 

ければならない。 

４ 受注者は、業務の履行場所及びその付近で実施される他の委託、修繕又は工事がある場合は、常に協 

力して安全管理に支障なきよう対策を講じなければならない。 

５ 受注者は、下水道施設の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、業務の履行に関し常に問題 

意識をもってこれに当たり、創意工夫し、下水道施設の予防保全に努めること。 

６ 受注者は、地域住民と十分に協調性を保ち、業務の円滑な進捗を期すること。 

 

（守秘義務・個人情報の保護） 

第５条 受注者は、本業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

２ 第１項の定めは、本業務委託終了後も存続する。 

３ 受注者は、本業務の履行に伴い知り得た情報、受注者の活動についての重要な事項、事態、条件等に 

関し、新聞等の第三者へ情報を開示する場合は、事前に発注者の了解を得る。 
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４ 受注者は、個人情報の重要性を認識し、本委託業務にて個人情報を取扱う場合は、個人の権利利益を 

侵害することないよう適正に取扱う。 

５ 個人情報の取扱いにあたっては、播磨高原広域事務組合個人情報保護条例並びに播磨高原広域事務組

合個人情報保護条例施行規則による。 

 

（緊急時の体制） 

第６条 受注者は、豪雨、台風、地震その他の天災及び下水道施設の機能に重大な支障を生じた場合に備 

え、連絡体制を整えるとともに、常にこれに対処できるよう準備すること。また、発注者の指示により 

速やかに状況を調査し、発注者に報告すること。 

２ 受注者は、豪雨（落雷含む）、台風等事前に予知できるものについては、発注者の監督員（以下「監督

員」という。）と協議の上、あらかじめ一時的に体制を強化しこれにあたる。 

３ 緊急時における受注者の体制は、監督員と協議の上、上水道施設維持管理業務の担当者を体制に加え

ることが出来る。 

４ 発注者は、第１項による事象等により下水道施設における機能の回復が長期化を要する場合、受注者

に対し継続的に体制の強化を依頼することがある。その場合、受注者は応じなければならない。 

５ 受注者は、発注者からの前項による依頼により、継続的に体制を強化することによる負担については、

その取扱について発注者と協議する。なお、受注者の不注意により継続的な体制の強化が必要となった

場合は除くものとする。 

 

（従事者選任届の提出） 

第７条 受注者は、従事者の職種、職務分担等（従事者の資格を証明するものを含む。）記載した従事者選 

任届を提出すること。また、異動もしくは変更のある場合は、原則として３０日前までに異動届を提出

し、発注者の承認を受けなければならない。なお、本届出により選任された従事者は、本業務（上水道

施設維持管理業務を含む。）以外に兼務させてはならない。ただし、発注者、受注者との協議により合意

した場合、発注者が実施する他業務に臨時的に従事することは妨げない。 

２ 受注者の従事者について業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、発注者及び受注者にて協議 

し受注者は改善に努めるものとする。 

３ 前項の行為により改善されない場合は、発注者より従事者の交代を指示することができる。また、受 

注者はそれに応じなければならない。 

 

（有資格者の配置） 

第８条 受注者は、本業務に必要な有資格者を配置しなければならない。 

２ 各点検に必要な有資格者は各特記仕様書に定める。 

 

（業務総括責任者） 

第９条 業務総括責任者の職務及び資格は次のとおりとする。 

（１）本業務の最高責任者として、従事者の指揮、監督、技術技能の向上、労働安全衛生の確保、勤怠管 

理を行うとともに、事故防止に努めること。 

（２）契約書、仕様書、各特記仕様書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解 

し、施設の機能を把握し、監督員と密接な連絡を取り、業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。 
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（３）設備及び管理状況を常に的確に把握し、いかなる場合においても対処できる体制に努めることとす 

る。 

（４）下水道終末処理場の総括責任者又は、副総括として実務経験が合計２年以上あるものとする。 

（５）下水道法施行令第１５条の３に規定する資格を有するものとする。 

（６）上水道施設維持管理業務の業務総括責任者と兼務することができる。 

 

（副総括） 

第１０条 副総括の職務及び資格は次のとおりとする。 

（１）業務総括責任者を補佐できると認められるものであり、本業務に専念できるものとする。 

（２）下水道終末処理場又はポンプ場の維持管理業務の経験が３年以上あるものとする。 

（３）下水道法施行令第１５条の３に規定する資格を有するものとする。 

（４）上水道施設維持管理業務の副総括と兼務することができる。 

 

（主任） 

第１１条 主任の職務及び資格は次のとおりとする。 

（１）業務の責任者で、第８条に規定する資格を有するものとする。 

（２）業務の専門職として、主体的に業務を行うものとする。 

（３）上水道施設維持管理業務と兼務させることはできない。ただし、受注者からの要請により発注者が 

 認めた場合は、上水道施設維持管理業務のうち、技術員もしくは、技能員の職階として兼務させるこ

とができる。 

 

（技術員） 

第１２条 技術員の職務は次のとおりとする。 

（１）基礎的な技術を有し、保守点検等の業務を実施できるものとする。 

（２）上水道施設維持管理業務並びに仕様書第７条第１項の他業務と兼務させることができる。 

 

（技能員） 

第１３条 技能員の職務は次のとおりとする。 

（１）保守点検等の業務について必要とされる技能を伴った補助業務を実施できるものとする。 

（２）上水道施設維持管理業務並びに仕様書第７条第１項の他業務と兼務させることができる。 

 

（安全管理） 

第１４条 受注者は、作業の実施にあたり法令などに基づいて安全管理に関する事項を定めなければなら 

ない。 

 

（教育及び訓練） 

第１５条 受注者は、本業務に従事する者に対して、本業務に必要な知識及び技能に関する点検マニュア 

ル等を作成し、教育をしなければならない。 

２ 受注者は、本業務に従事する者に対し、第６条の条項にある災害、その他の事故が発生したときの処 

 置について、危機管理マニュアルを作成し、実施指導、訓練を行わなければならない。 
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（完成図書、器具等の貸与） 

第１６条 受注者が業務遂行上必要とする完成図書並びに器具等は発注者が貸与する。なお、貸与する器 

具等については、仕様書に記載する。 

２ 受注者は、貸与品については、貸与品リストに基づき管理台帳を作成し、その保管状況を常に掌握し、

受注者の不注意により毀損、盗難、紛失等あった場合には受注者が弁償しなければならない。 

３ 受注者は、発注者より貸与された器具等の定期的なメンテナンスを実施し、正常に使用できる状態を

保持しなければならない。ただし、定期的なメンテナンスを実施しても正常に使用できる状態とならな

い器具等については、監督員と協議する。 

 ※別表１、別表２、別表３貸与品一覧表参考 

 

（播磨高原浄化センター事務室等の自主管理） 

第１７条 受注者は、播磨高原浄化センターの施設の一部を事務室等（以下「事務室等」という。）として 

使用する。ただし、発注者に使用願を提出するとともに、受注者の責任において維持管理を行わなけれ

ばならない。 

２ 事務室等は無償で供与するが、使用期間中受注者の不注意により汚損等があった場合は、受注者の負

担で回復しなければならない。 

３ 事務室等の使用に伴う電気・水道・ガスの使用料、テレビの利用料並びに受信料の費用は発注者の負

担とするが、その使用にあたり節約に努めなければならない。 

４ 事務室等を使用するにあたり、書類並びに機械・器具等の整理整頓に努めなければならない。 

 

（火災の防止） 

第１８条 受注者は、下水道施設並びに事務室等における火災の発生を未然に防止するため、火気の正確 

な取扱及び後始末を徹底させ、火災の防止に努めなければならない。 

 

（環境整備） 

第１９条 受注者は、下水道施設並びに事務室等及びその周辺の清掃及び整理整頓・簡易な草刈り等を実 

施し清潔保持を図る。なお、雑草等の状況が酷い場合は該当施設の写真を添付し監督員に報告する。 

２ 樹木への散水及び簡易な手入れを実施する。 

 

（従事者の服装等） 

第２０条 受注者は、従事者に安全かつ清潔な統一した服装をさせ、胸に名札を着用させなければならな 

い。 

 

（下水道施設の一般管理） 

第２１条 受注者は、下水道法、労働安全衛生法等の法令、規則及び基準等の関係法令を遵守しながら業

務を実施し、下水道施設内の機器等の盗難を防ぐため施錠に対し十分注意を払わなければならない。 

２ 受注者は、業務履行上必要な諸事項について、発注者と協議等を実施した場合は、その都度その内 

 容を発注者が指定する打合せ記録簿に記載し、発注者に提出し承認を受けるものとする。 
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第２章 業務範囲と業務内容 

 

（業務の区分） 

第２２条 業務を実施するにあたり、下水道施設の区分を次のとおり分けるものとする。 

（１）播磨高原浄化センター（以下「浄化センター」という。） 

（２）マンホールポンプ（以下、「ポンプ施設」という。） 

（３）管路施設 

 

（業務の範囲） 

第２３条 業務の主な内容は次のとおりとし、各特記仕様書に詳細を記載する。 

（１）下水道施設維持管理業務 

１）保守点検業務 

   ①日常点検 

   ②定期点検 

   ③定期自主点検 

   ④臨時点検 

   ⑤簡易な故障修理 

   ⑥周辺清掃並びに補修ペンキ塗り 

２）運転操作監視業務 

   ①中央監視 

   ②汚泥脱水業務 

３）水質試験等業務 

４）事務業務           

５）その他の業務 

６）その他の技術業務 

   ①休止施設の点検業務 

   ②年次整備計画分 

   （ポンプ施設の定期点検、下水道管路清掃業務含む） 

   ③保守点検業務に含まれない技術を伴う故障修理 

   ④立会業務 

   ⑤下水道施設非常通報システムの対応 

   ⑥上下水道事業所時間外及び休日における電話受付・連絡業務 

（２）下水道管路施設巡視業務 

（３）下水道消防施設保守点検（法定点検） 

 

（保守点検業務） 

第２４条 受注者は、各計画書に基づき日常点検並びに定期点検を実施する。外観及び五感による観察を 

重視し、異常の有無や兆候の発見に努めるものとし、点検内容については、「下水道施設維持管理業務特 

記仕様書」（以下「特記仕様書」という。）に定めるものとする。 
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２ 受注者は、前項の点検等により判明した異常、その他の故障、設備の異常等に対して臨時的な点検及

び記録等を実施（以下「臨時点検」という。）し監督員に報告する。なお、応急措置等対策が可能な場合

は実施する。あわせて、受注者による簡易な故障修理が可能か、受注者にて対応可能であるが技術を伴

う故障修理となるか、他業者（機械・電気設備製造業者・専門業者）に依頼すべきものか判断を実施し、

その結果を監督員に報告する。臨時点検により簡易な故障修理が可能な場合は、監督員と協議の上実施

するものとする。なお、受注者にて対応が可能であるが技術を伴う故障修理については、別に定めるも

のとする。 

（１）簡易な故障修理とは、特殊な機器、部品、高度な専門技術又は外部からの人的応援を必要とせ 

ず、勤務時間内に実施できる作業並びに処置できる修理をいう。 

（２）簡易な故障修理に係る、修繕や調整に必要な材料、部品、資材等については、発注者の負担とす 

るが、カメラ、工具類、安全対策器具を含む備消耗品については、受注者の負担とする。 

（３）簡易な故障修理の内容、結果について監督員に報告する。 

 

（運転操作監視業務） 

第２５条 受注者は、各計画書に基づき運転操作監視業務を実施する。年間を通じ各種機器の運転状況や、 

故障発生等を把握し適切に運転操作と監視業務を実施する。あわせて、水質試験業務担当者との連携を 

密にし、適正な水処理効果を得るよう運転管理を実施する。 

（１）中央監視室における監視、適切な操作、記録等の作業 

（２）現場操作盤等における操作作業 

（３）管理日報等の作成、電気室等における計器類の指示値の記録等の作業 

（４）水処理過程で発生する汚泥脱水処理等の作業  

なお、汚泥脱水処理は年間１１６日を想定している。 

（５）監視室内の整理、清掃等の作業 

 

（水質試験等業務） 

第２６条 受注者は、処理場の適正な維持管理のために水質試験並びに汚泥分析試験を実施する。分析内 

容については、「下水道施設維持管理業務特記仕様書」（以下「特記仕様書」という。）に定めるものとす

る。なお、受注者が、処理場の維持管理に必要と判断した場合また、発注者が別に指示した場合は、特

記仕様書に定めた範囲を超えて水質試験並びに汚泥分析試験を実施する。また、その他の公的機関によ

る水質試験並びに汚泥分析試験の測定については、必要の都度、試料採取の補助作業を実施する。 

 

（事務業務） 

第２７条 受注者は、第３章に定める提出書類等の作成、整理等を実施するもののほか、発注者との業務 

打合せ並びに、交換を要する必要部品、消耗品、備消耗品等機器の整備等に必要な資料整理を実施する。

また、点検・修繕・部品交換した記録を発注者が提供する機器台帳へ記載するものとする。 

 なお、本業務については、上水道施設維持管理業務と兼務することができる。 

 

（その他の業務） 

第２８条 受注者は、第１９条に定める環境整備を実施する他、機器の点検等整備に係る工具等備品並び 

に材料等の整理整頓、管理等を実施する。その他業務上必要な薬品、消耗品等の補充及び在庫管理並び
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に、脱水汚泥処分に伴う場外搬出立会作業、安全管理に必要な作業、処理場施設見学に伴う見学対応補

助並びに説明補助等作業を実施する。薬品、消耗品等について補充する必要がある場合は発注者に報告

すること。なお、使用する薬品は発注者の負担とする。 

 

（その他の技術業務） 

第２９条 受注者は、第２４条から第２８条に定める各業務に定めるものの他、以下に記すその他の技術 

業務の内容を各計画書に基づき実施しなければならない。 

（１）休止施設の点検業務 

  １）受注者は、各計画書に基づき、休止施設の月例点検を実施する。外観及び五感による観察を重視 

し、異常の有無や兆候の発見に努めるものとし、点検内容については、特記仕様書に定めるものと 

する。 

  ２）受注者は、上記１）の点検等により判明した異常、その他故障、設備の異常等に対して臨時点検 

を実施し、その結果を監督員に報告する。 

（２）年次整備計画業務 

  １）受注者は、各計画書に基づき、年次整備計画業務を実施する。内容については、特記仕様書に定 

めるものとする。年次整備計画業務にて実施する消耗品等部品交換に要する部品等については、発 

注者の負担とするが、カメラ、工具類、安全対策器具を含む備消耗品については、受注者の負担と 

する。 

（３）保守点検業務に含まれない技術を伴う故障修理 

  １）受注者は、第２４条第２項により判明した受注者にて対応が可能な技術を伴う故障について、監

督員と協議の上実施するものとする。技術を伴う故障修理とは、受注者が持つ技術力の範囲で緊急

性を必要とせず、主に機器の部品交換や高度な専門技術を持って実施する作業並びに処置する作業

をいう。 

    例：汎用ポンプや部品図がある機器の分解整備（結線含む）、誘導灯の取替（手続支援含む）、盤

内の警報設定器・電磁接触器等の取替 

２）技術を伴う故障修理に係る修繕や調整に必要な材料、部品、資材等については、発注者の負担と 

するが、カメラ、工具類、安全対策器具を含む備消耗品については、受注者の負担とする。 

  ３）技術を伴う故障修理の内容、結果について監督員に報告する。 

  ４）年間１６日を標準とする。 

  ５）上記の日数が年間を通して明らかに増となる場合は、その取扱について受注者より発注者に対し 

協議することができる。 

（４）立会業務 

１）受注者は、監督員の指示するところにより立会業務を実施する。この業務は、発注者が別に依頼

する他業者（土木・建築・機械・電気設備等製造業者・専門業者等）による土木、建築、機械、電

気設備等の点検整備、修繕工事の際の事前協議、現場での機械、電気設備操作等を実施し、監督員

の補助をおこなう。 

２）受注者は、上記以外に発注者が別に依頼するストックマネジメントにおける調査や改築工事のた

めの準備等に必要な作業も本業務に含むものとする。 

３）立会業務に係る内容等については、特記仕様書に定めるものとする。 
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（５）下水道施設自動通報システムの対応 

１）浄化センター並びにマンホールポンプ施設の自動通報システム受信・対応・連絡業務に備え、常

に対処できるよう体制を整えること。対応内容等については、特記仕様書に定めるものとする。 

 

（６）上下水道事業所時間外及び休日における電話受付・連絡業務 

１）受注者は、上下水道事業所の時間外及び休日における電話を受付し、発注者の各担当者に対して

内容を連絡するものとする。業務内容等については、特記仕様書に定めるものとする。 

なお、本業務については、上水道施設維持管理業務と合わせて実施する。 

 

（下水道管路施設巡視業務） 

第３０条 受注者は、管路施設の巡視を実施する。 

点検内容等については、「下水道管路施設巡視業務特記仕様書」に定めるものとする。 

  

（下水道消防施設保守点検業務） 

第３１条 受注者は、消防法第１７条の３の３に基づき消防施設保守点検を実施し、法令等により定めら 

れた点検様式等に記述し、発注者に提出する。点検内容等については、「下水道消防施設保守点検特記仕 

様書」に定めるものとする。 

 

（勤務体制） 

第３２条 受注者は、本業務の履行にあたり原則として以下のとおり実施するものとする。 

２ 通常は、毎日勤務とし、午前８時３０分から午後５時１５分の間に実施する。 

３ 第６条、第２９条第１項第５号、第６号については、前項に記した時間を超えて実施する。 

４ 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日までの

発注者の休日における勤務体制は、受注者の計画において実施することとし、その内容については、発

注者の監督員と協議し、決定することとする。 

 

 

第３章 提出書類 

 

（各計画書） 

第３３条 受注者が作成する各計画書とは、業務履行計画書、年間業務計画書、月間維持管理計画書をい 

う。なお、各計画書にて提出する様式は、受注者にて作成し監督員の同意を得て使用するものとする。 

 

（各完了報告書） 

第３４条 各完了報告書とは、年間業務完了報告書、月間業務完了報告書をいう。なお、各完了報告書に 

て提出する様式は、受注者にて作成し監督員の同意を得て使用するものとする。 

 

（業務履行計画書） 

第３５条 業務履行計画書には、次の事項について記載しなければならない。 

２ 業務履行計画書とは、４年間にわたる履行計画を作成する。 
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３ 業務履行計画書の内容は次のとおりとする。なお、内容に変更が生じたときは、その都度該当するも 

のを、監督員に提出する。 

（１）業務組織表 

（ア）業務組織体制表 

（イ）現場組織表 

（ウ）緊急時体制表 

（２）従事者の選任届 

（ア）業務総括責任者・副総括・主任・技術員・技能員 

（３）従事者の履歴及び習得資格（資格の写しを添付のこと） 

（４）業務計画書（４年間の概要） 

  （ア）機器点検整備計画 

  （イ）上下水道事業所時間外及び休日における電話受付・連絡業務体制計画 

  （ウ）下水道施設非常通報システム受信・対応・連絡業務体制計画 

  （エ）下水道管路清掃業務計画 

  （オ）下水道管路施設巡視業務計画 

  （カ）下水道消防施設保守点検業務計画 

（５）安全衛生教育に関すること 

  （ア）安全衛生管理計画並びに研修計画 

  （イ）安全衛生管理対策 

  （ウ）安全衛生管理組織表 

（６）その他の研修・訓練計画に関すること 

（７）貸与品一覧表 

（８）その他必要事項 

 

（年間業務計画書） 

第３６条 受注者は、業務履行計画書及び本業務委託仕様書「第２章 業務範囲と業務内容」に定めると 

ころにより、業務の履行に係る年間業務計画書を提出しなければならない。次年度以降は、前年度まで 

の実績を踏まえ作成し提出すること。 

２ 年間業務計画書の内容は、次のとおりとする。 

（１）年間機器点検整備計画 

（２）年間上下水道事業所時間外及び休日における電話受付・連絡業務体制計画 

（３）年間下水道施設非常通報システム受信・対応・連絡業務体制計画 

（４）年間下水道管路施設巡視業務計画 

（５）年間下水道消防施設保守点検業務計画 

（６）年間安全衛生教育・研修・訓練計画等 

 

（月間維持管理計画書） 

第３７条 受注者は、年間業務計画書に基づき、発注者と協議し、各特記仕様書に記す諸事項並びに実績 

を踏まえて作成した月間維持管理計画書を提出しなければならない。 

２ 月間維持管理計画書を月途中で変更する必要が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。 
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 なお、第６条に定める下水道施設の機能に重大な支障を生じた場合は、この限りではない。 

 

（年間業務完了報告書） 

第３８条 受注者は、年間業務計画書及び本業務委託仕様書「第２章 業務範囲と業務内容」に定めると 

ころにより、実施した結果を年間業務完了報告書にとりまとめ提出しなければならない。 

 

（月間業務完了報告書） 

第３９条 受注者は、月間維持管理計画書に基づき業務を遂行し、特記仕様書に記す内容等により月間業 

務完了報告書を提出しなければならない。なお、特筆すべき事項がある場合は、月間業務完了報告書に 

添付し提出すること。 

 

（業務記録等の整備） 

第４０条 受注者は、業務記録等業務の履行又は確認に必要な書類を常に整備し、発注者が提出を求めた 

場合は、速やかに提出しなければならない。 

２ 業務記録は、特記仕様書に記す他、受注者が必要と思われる記録類とする。また、特記仕様書に記す

業務記録類について変更が必要な場合は、発注者との協議による。 

 

（記録簿、報告書、手配依頼書等） 

第４１条 受注者は、第２４条から第３１条に使用する記録簿、報告書並びに手配依頼書等（以下「記録 

簿等」という。）については、各特記仕様書、各種資料、文献等を参考に作成し監督員との協議また同意

を得て使用するものとする。なお、第３１条における点検報告書は、法令等で定められた様式を使用す

る。 

２ 受注者は、前項で作成した記録簿等以外に実施しなければならない項目、必要とされる項目が後に認 

められる場合は、適宜見直しを図るものとする。 

 

（業務書類等） 

第４２条 受注者は、業務の履行にあたり次の書類を定められた期間内に提出しなければならない。 

２ 契約締結後１４日以内に提出する書類。 

（１）業務履行計画書 

（２）借用承認願 

（３）その他必要なもの 

３ 前年度の３月末までに提出する書類。 

（１）年間業務計画書一式 

４ 前月の２５日までに提出する書類。 

（１）月間維持管理計画書一式 

５ 業務委託契約書第１８条第１項のとおり提出する書類。 

（１）月間業務完了報告書一式 

６ 業務委託契約書第１８条第２項のとおり提出する書類。 

（１）年間業務完了報告書一式 
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７ 業務委託契約書第１８条第３項のとおり提出する書類。 

（１）業務完了届 

８ その他発注者が要求するもの。 

 

 

第４章 その他 

 

（経費の負担） 

第４３条 受注者が負担すべき経費は、次のとおりとする。 

（１）机・椅子・書棚・ロッカー・パソコン・プリンター・コピー機等の事務備品 

（２）各種用紙・筆記用具・ファイル等の事務用品 

（３）ポット・食器棚・茶器・台所用品等の消耗品 

（４）各種作業服・各種靴・各種手袋・ヘルメット・安全マスク・保護眼鏡等の安全保護具・機器 

（５）各種点検・修理に係る点検工具、計測機器、懐中電灯等の工具・機器並びに掃除用具・ウエス・洗

浄油類等の整備用消耗品、ボルト・ナット・パッキン・ヒューズ・ランプ等の補修用材料（一般汎用

品に限る。） 

   各特記仕様書に交換する様指示された部品・材料・消耗品等を交換するための工具・機器 

   各特記仕様書に記した工具・点検器具 ただし、特殊工具及び、調整・整備に係る資材等は除く。 

（６）作業用車両並びに連絡用自動車及びその車両維持にかかわる費用 

（７）清掃用具及び清掃用品それに係る消耗品 

（８）石鹸・消毒液・救急用薬品等の消耗品 

（９）電話（浄化センター備え付け電話を除く）・携帯電話（第２３条１号における上下水道事業所時間外

及び休日における電話受付・連絡業務用の携帯電話を除く）・ファックスの購入費並びに通信費 

（10）インターネット回線の開設・撤去費並びに通信費 

（11）その他必要な物 

 ※別表４ 貸与可能一覧表（事務備品関係）については、受注者の申し出により貸与することが出来る。 

  なお、貸与するにあたり、利用する物品については管理台帳を作成し、その保管状況を常に掌握し、 

受注者の不注意により毀損、盗難、紛失等が合った場合には受注者が弁償しなければならない。 

 

（責任） 

第４４条 契約期間中に生じた受注者による維持管理上の不備並びに誤操作等による水質の異常、機器等 

の破損、故障等は、受注者の負担において速やかに補修、改善又は取替えを実施する。なお、その他の 

要因による水質の異常、機器等の破損、故障等は、発注者の負担とする。 

 

（雑則） 

第４５条 本仕様書に明記されていない事項であっても、維持管理上必要な業務等は、実施しなければな

らない。 

２ 本業務委託に関連する資料の作成又は提出を、監督員が要求した場合は、受注者は作成し提出しなけ 

ればならない。 

３ 受注者は、発注者の承諾なく発注者の所有物を本委託業務の目的以外での使用並びに持ち出し、また、
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業務に必要としないものを持ち込んではならない。 

 

（業務の引継等） 

第４６条 本業務が終了する時もしくは、業務委託契約書第２２条から第２４条の規定により契約が解除

されたときは、受注者は発注者が指定する者（以下「次期受注者」という。）に、業務引継を行うものと

する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 

（１）指導の必要がない事由を受注者が書面で提出し、これを発注者が認めたとき。 

（２）発注者が指導の必要がないことを認めたとき。 

２ 業務引継する内容、期間等は発注者、受注者並びに次期受注者３者の協議により決定する。 

３ 業務引継は、受注者並びに次期受注者より完了した旨を記した書面を提出し、発注者が認めたときに

完了とする。 

４ 業務引継期間は受注者の契約期間終了日までとし、費用は受注者の負担とする。ただし、次期受注者

よりそれ以上引継期間を必要とする申し出があった場合、もしくは発注者が業務引継を完了したと認め

ず受注者の契約期間終了日を超える場合は、受注者並びに次期受注者でその期間と費用、その内容につ

いて協議し、その結果を発注者に報告する。 

 

（委託契約の変更） 

第４７条 当初の委託契約において、業務内容に大幅な増減が見込まれる場合については、発注者及び受

注者で協議の上、変更契約を締結できるものとする。 

２ 受注者は、発注者から変更契約についての協議の開催の申し出があったときは、協議の開催について

拒むことはできない。 

３ 委託契約内容の変更及び委託料に変更が生じるときは、書面にて変更となった内容について双方で確

認しなければならない。 

 

（疑義） 

第４８条 本仕様書に疑義が生じた場合又は、定めのない事項が生じた場合は、発注者、受注者協議の上

定めるものとする。 


